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は じ め に 

 

近年、わが国におきましては、人口の減少や 

超高齢社会をむかえる中、空家等が年々増加 

しています。そのような中でも、管理不十分な 

空家等については、周辺の生活環境に悪影響を 

与えることが懸念されており、大きな社会問題 

となっております。 

本市におきましても、大阪初のセーフコミュニティ国際認証都市 

として、安全で安心して住み続けることができるまちの実現に向けて、 

管理不十分な空家等への対策に取り組んでいく必要があります。 

この度、策定しました「松原市空家等対策計画」は、「空家等対策の 

推進に関する特別措置法」に基づき、本市の空家等対策を、総合的かつ 

計画的に実施するための基本的な考え方や方針を示すものであります。 

本計画に基づき空家等対策を市民の皆様のご理解、ご協力をいただき 

ながら、関係機関等と連携し進めてまいります。 

最後に、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見やご提言を 

いただきました松原市空家等対策協議会委員の皆様をはじめ、ご協力を 

いただきました皆様に、心よりお礼申し上げますとともに、今後、 

より一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 

平成２９年３月 

松原市長 澤井 宏文 
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計画策定にあたって 

 

近年、地域における人口減少や社会的ニーズの変化等に伴い、空家等が年々増加していま

す。このような空家等の中には、管理が不十分であるため、地域住民の生活環境に深刻な影

響を及ぼしているものがあります。 

こうした中、平成 27 年５月 26 日に「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家

法」という。）」が施行されました。 

 

空家法では、空家等の所有者又は管理者の責務として、「周辺の生活環境に悪影響を及ぼ

さないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。（空家法第３条）」とされています。 

また、市町村の責務としては、「空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する

対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。（空

家法第４条）」とされています。 

空家等対策計画については、「空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画を定めることができる。（空家法第

６条第１項）」とされており、以下に掲げる事項を定めるものとされています。 

 

１ 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に

関する対策に関する基本的な方針 

２ 計画期間 

３ 空家等の調査に関する事項 

４ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

５ 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

６ 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 

７ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

８ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

９ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

（空家法第６条第２項） 

 

次に、空家法第７条において、「市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に

関する協議を行うための協議会を組織することができる。」とされています。 

 

以上を踏まえ、本市における空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、市長、市議

会議員、法務、不動産及び建築等に関する学識経験者、地域団体代表者で構成する「松原市

空家等対策協議会」での協議を経て、本計画を策定しました。（※参照：参考資料１~４） 

なお、令和３年度において、長屋の一部に居住がある空き家（以下「法定外空家等」とい

う。）を対象とした、松原市空き家等の適切な管理に関する条例（以下「市条例」という。）

を制定したこと等を踏まえ、本計画の中間見直しを行いました。 

（※参照：参考資料５） 
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１．統計調査等による空家等の状況 

(1)全国の空家等の状況 

住宅・土地統計調査によれば、全国の空家等の状況等は以下のようになっています。 

 

1)空家等の推移 

平成15年の調査では659.3万戸であった空家等は、平成30年調査では、848.9万戸と

1.29倍にまで増加しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 全国の空家等の推移 

 

2)空家等の種類 

住宅・土地統計調査では、空家等については以下の４種類に分類されます。 

 

①二次的住宅 ： 別荘（週末や休暇時に避暑・避寒・保養等の目的で使用される住宅

で、普段は人が住んでいない住宅 ）と残業で遅くなったときに寝

泊まりする等、たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

②賃貸用の住宅： 新築・中古を問わず、賃貸のために空家になっている住宅 

③売却用の住宅： 新築・中古を問わず、売却のために空家になっている住宅 

④その他の住宅： 上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院等のため

居住世帯が長期にわたって不在の住宅や、建て替え等のために取り

壊すことになっている住宅等 （空家の区分の判断が困難な住宅を

含む。） 

出典：住宅・土地統計調査（各調査年） 

 

序章 空家等の状況 

 

空家数：659.3 万戸 

空家率：12.2％ 

空家数：756.8 万戸 

空家率：13.1％ 

空家数：819.6 万戸 

空家率：13.5％ 

211.8 万戸 

 

268.1 万戸 

 

318.4 万戸 

 

397.8 万戸 447.6 万戸 460.0 万戸 

空家総数約 1.29 倍 

 

462.0 万戸 

空家数：848.9 万戸 

空家率：13.6％ 

348.7 万戸 

 

（戸） 
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(2)大阪府の空家等の状況 

住宅・土地統計調査によれば、大阪府での空家の状況等は以下のようになっています。 

 

1)空家等の推移 

空家等の総数は、15年前と比べて約10.6万戸（1.18倍）増加しています。 

平成25年から平成30年まで、「全体の空家率」及び「賃貸又は売却用の住宅」はと

もに増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 大阪府の空家等の推移 

 

2) 大阪府内各市の空家率 

平成30年での大阪府内の各市の空家率については次の図の通りの状況となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住宅・土地統計調査（各調査年) 

 

図 大阪府内各市の空家率 

出典：住宅・土地統計調査（平成30年） 

 

（戸） 

空家数：60.3 万戸 

空家率：14.6％ 

空家数：67.9 万戸 

空家率：14.8％ 空家数：62.5 万戸 

空家率：14.4％ 

17.7 万戸 

 

21.4 万戸 

 12.9 万戸 

 

空家総数約 1.18 倍 

 

20.9 万戸 

 

49.0 万戸 

 
45.1 万戸 

 
43.3 万戸 

 

45.1 万戸 

空家数：70.9 万戸 

空家率：15.2％ 
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(3)松原市の空家等の状況 

1）空家等の推移 

「住宅・土地統計調査」で松原市の空家率についてみると、全国、大阪府ともに空

家率は増加傾向にある中、本市においては、平成10年以降減少傾向にありましたが、

平成20年から増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 松原市の空家等の推移 

出典：住宅・土地統計調査（各調査年） 
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２．空家等の実態調査 

(1)空家等の外観調査 

 1)調査概要 

平成 27年度、松原市内全域において空家等の外観調査を実施しました。 

 

○調査期間 … 平成 27年８月５日～平成 27年 12月 28日 

○調査範囲 … 市域全域 

○調査対象数  

調査対象数の抽出に当たっては、①空家コンテンツ、②自治会情報、③通報情報を精

査し、1,886戸の外観調査を行いました。 

○調査結果 

調査対象となった 1,886 戸のうち 1,340 戸が「空家」もしくは「空家の可能性が高い」

という結果となりました。 

用途の内訳としては、住居が 1,223 戸、併用住宅が 56 戸、その他が 61 戸となります。 

 

2)調査結果 

①空家等の分布 

1,340戸の空家等の分布状況については、以下の通りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 空家等の分布 
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②管理不十分な空家等 

1,340戸の空家等のうち、管理不十分な空家等について抽出した結果、99戸が該当し、

分布状況については以下の通りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 管理不十分な空家等の分布 
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(2)空家等の所有者意向調査 

  1)調査概要 

今後の空家等対策の基礎資料として活用することを目的として、空家等の利用状況、

将来の利用・活用方法等についての意向調査（アンケート）を行いました。 

 

○調査期間  … 平成 28年７月 20日～平成 28年８月５日 

○調査対象者 … 空家の可能性が高いと考えられる建物の所有者 

○配布数      … 808通 

○回収数（回収率）… 212通（26.2％） 

 

  2)調査結果 

アンケート調査結果の概要については、以下の通りとなります。（参照：参考資料６） 

 

表 アンケート調査結果の概要 

■所有者について 

① 所有者の年齢は約７割が 60歳以上。 

  

■所有されている建物について 

② 建築年は昭和 40年代が約５割で最も多く、昭和 50年代以前は約７割になる。 

   

③ 空家になった時期は、平成 10年代以降が約７割。 

  

④ 空家になったきっかけについては、居住者の「死亡」と「入院入所」の合計で約３割、

「住宅を購入し転居」が約３割あった。 

   

 

⑤ 空家を所有していて約８割の人が問題や不安等を抱えており「防犯面が心配」と「買い

手・借り手が見つからない」が多い。 

 

■空家の維持・管理について 

⑥ 維持管理の頻度は「月１回以上」が約４割。「年に１～数回程度」と「数年に１回程度」

と「全くしていない」の合計が約４割。 

  

→ 空家の所有者の高齢化が進んでいることがわかる。 

→ 建築年の古い空家が多くあることがわかる。 

→ 空家が増加傾向にあることがわかる。 

→ 今後の利活用について、空家になる前から考えておくことが重要であり、このこ

とについて普及啓発していく必要性があると考えられる。 
。 

→ 所有者の多くが、問題や不安を抱えている。 

→ 月１回程度が標準的な維持管理の頻度とされているが、十分でない人が多い。 
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⑦ 維持管理で困っていることは、「建物の老朽化」が約５割。次いで「手間がかかる」、「自

宅から遠い」があげられている。 

 

■今後の利活用について 

⑧ 将来的に空家を「手放したい・売却するつもり」が約５割。次いで「賃貸したい」が約

２割となっている。 

⑨ 今後の予定として「当面は修繕・建替え・除却の予定なし」が、いずれも約８割であっ

た。 

 

⑩ 空家の除却に「抵抗がある」人は約５割。「解体費用がかかる」という理由が最も多い。 

⑪ 空家等対策への要望は「情報提供や相談窓口の設置」と「除却や修繕等の補助制度を利

用したい」の順に多い。 

 

 

 

■空家等対策の推進に関する特別措置法について 

⑫ 空家法について「全く知らない」「名前だけは知っている」の合計が約６割。 

  

 

 

 

  

→ 空家の適正な管理について普及啓発するとともに、維持管理の方法及び手段等に

ついての相談体制を整備する必要があると考えられる。 

→ 今後の利活用は考えているものの、具体的な目途がたっている人は少ない。 

→ 相談体制の整備や、市の耐震補助及び除却補助制度の利用を促す必要性があると

考えられる。 
 

→ 空家法に対する認知度が低いことがわかる。 
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平成27年度に実施した空家の実態調査結果より、市域全体に空家が分布していることが示

されています。また、空家の用途については、住居がもっとも多いことがわかります。この

ことから、市域全域を対象とし、主に空き住居を対象に、空家等対策に取り組むものとしま

す。 

 

１. 空家等に関する対策の対象とする地区 

市全域を空家等対策の対象地区とします。 

 

  

図 計画対象地区 

対象地区：市全域 

第 1章 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする 

空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する 

基本的な方針 
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２. 対象とする空家等の種類 

市内にある全ての空家等を対象とし、空き住居を中心に対策を進めます。また、市条例に

基づく法定外空家等も対象とします。  

 

３. 基本的な方針 

空家等の所有者等には、適切に空家等を管理する第一義的な責任があります。空家等の所

有者等自らの責任により、空家等が適切に管理されるよう普及啓発に努め、管理不十分な空

家等が増加しないように取り組みます。 

さらに、空家等が新たに有効活用されることも、空家等対策に必要であることから、空家

等の利活用の促進に資する取り組みを行います。 

また、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている特定空家等及び市条例に基づく法定外

特定空家等については、助言又は指導、勧告、命令等の必要な措置を講じていくものとしま

す。 

これらの空家等対策について、分野横断的に対応できる実施体制のもと、本計画に基づき、

総合的かつ計画的に実施していくことを基本的な方針とします。 
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本計画の期間は10年間とし、計画期間ごとに、市域の空家の状況を踏まえ、改定を行いま

す。 

なお、平成29年度からの計画期間については、総務省「住宅・土地統計調査」の実施年と

整合性を図るため、令和７年度までの９年間とします。 

 

  
 

 

１. 空家等の実態調査 

平成27年度に市内全域を対象とする実態調査を行いました。以降は、計画の改定に併せて

実態調査を行うものとします。 

 

２. 空家等の所有者等の調査 

空家等の所有者等の調査には、不動産登記簿、住民票、戸籍情報及び固定資産税課税情報

等を活用します。 

 

３. 立ち入り調査 

 空家法第９条及び市条例第６条では、空家法第14条第１項から第３項及び市条例第10条か

ら第12条第１項までの規定の施行に必要な限度において、空家等への立ち入り調査ができる

ものとされています。 

 市は、特定空家等及び法定外特定空家等に対する措置の実施においては、必要に応じて、

空家等への立ち入り調査を行います。  

表 松原市空家等対策計画の計画期間について 

第２章 計画期間 

第３章 空家等の調査に関する事項 

平
成
２
５
年
度

平
成
２
６
年
度

平
成
２
７
年
度

平
成
２
８
年
度

平
成
２
９
年
度

平
成
３
０
年
度

令
和
元
年
年
度

（
平
成
３
１
年
度

）

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

令
和
９
年
度

住宅・土地統計調査
（調査年）【１０月に調査】

調
査

調
査

調
査

住宅・土地統計調査
（公表年）【年度末公表】

公
表

公
表

公
表

空き家実態調査実施年

実
態
調
査

実
態
調
査

松原市空家等対策計画
（策定・改定年）

策
定
年

中
間
見
直
し

改
定
作
業

松原市空家等対策計画
（計画期間）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
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空家等の管理は、所有者等において適切に行われるべきものです。 

 市は、所有者等による空家等の適切な管理が行われるよう、相談体制の整備や普及啓発等

に取り組みます。 

 

１. 普及啓発等 

 広報まつばら、ホームページ等を活用し、空家等の適切な管理の必要性や、管理不十分な

空家等が周辺に及ぼす問題について情報発信を行います。 

 また、関係団体と連携したセミナー等、効果的な普及啓発に努めます。 

  

２．所有者等からの管理についての相談体制 

 大阪の住まい活性化フォーラムと連携して、所有者等が空家等の管理等について、相談し

やすい環境づくりに努めます。 

  

※参照：参考資料７ 

第４章 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

（一財）大阪住宅センター

大阪の住まい活性化フォーラム 「空き家・住まいの相談窓口」

大阪弁護士会

大阪府行政書士会

近畿税理士会（もしもし税金相談室）

大阪土地家屋調査士会

（令和３年１１月現在）

（一社）既存住宅・空家プロデュース協会

（ＮＰＯ法人）人・家・街 安全支援機構

（ＮＰＯ法人）信頼できる工務店選び相談所・求められる工務店会 

（一社）日本住宅リフォーム産業協会近畿支部

空き家の専門相談窓口

大阪司法書士会（司法書士総合相談センター） 

（公社）大阪府建築士会 

（公社）全日本不動産協会大阪府本部

（一社）大阪府宅地建物取引業協会 

空き家の総合相談窓口

（一社）大阪府不動産コンサルティング協会

（一社）関西住宅産業協会 
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空家等及び除却した空家等の跡地を利活用する主体は、所有者に限られておらず、不動産

情報として広く外部に情報提供されることにより、多様な利活用が期待できます。 

しかしながら、何らかの要因により利活用がされず、市場にも出ていないといった状況が

あり、これらへの対策が必要となっています。そこで、相談体制の充実を図り、相談を通じ

て所有者が抱える課題を把握し、関係団体と連携した取り組み等による、利活用を阻害する

要因を解消するしくみを構築します。 

 

１. 利活用の促進に資する取り組み 

所有者等が相談しやすく、また、多様な相談に応じられるよう、相談体制の充実を図りま

す。相談を通じて、所有者等が抱える課題を把握し、的確な助言を行うことや、所有者等と

専門家団体とを繋げる役割を担うなど、利活用を阻害する要因の解消を支援します。 

また、空家等及び除却した空家等の跡地の活用の促進には、不動産や建築等の専門的な知

識や経験が不可欠であることから、流通の促進や支援等による対策の実施にあたっては、関

係団体との連携等により進めるものとします。 

なお、平成30年度より不動産の専門家団体との連携を図り、所有者等が空家等の利活用に

関する相談等が行えるよう、専門家団体を通じて不動産事業者を紹介できる制度を創設し、

空家等の利活用を促進しています。 

・不動産事業者紹介制度 

（※参照：参考資料８） 

 

２. 利活用にあたっての安全性の確保 

空家等を利活用するにあたっては、第一に耐震化による安全性の確保が必要です。市では、

昭和56年５月31日以前に建築された木造住宅に対し、耐震化及び老朽化による除却や建て替

えに係る支援を行っており、利活用の促進のためにも、引き続き支援を行っていきます。 

また、危険性の高い空家等が放置されることで、家屋の倒壊や空家等からの飛来物等によ

り、第三者への被害をもたらす恐れがあり、また家屋の倒壊等により災害時の避難、救助等

の妨げとなる危険性があるため、平成31年より管理不十分な危険空家を対象とした除却に係

る支援を時限措置で行っています。 

・既存民間建築物耐震診断補助金 

・木造住宅耐震改修等補助金 

・木造住宅除却補助金 

（※参照：参考資料９） 

・危険空家除却補助金（時限措置） 

 

  

第５章 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に 

関する事項 
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 特定空家等及び法定外特定空家等は、周辺への生活環境に深刻な影響を及ぼしているもの

です。 

 市は、特定空家等及び法定外特定空家等の所有者等に対し、空家法及び市条例並びに国・

大阪府のガイドライン等に沿って、必要な措置を講じるものとします。 

 

１． 特定空家等及び法定外特定空家等の定義 

 特定空家等及び法定外特定空家等については、空家法及び市条例において、下記のように

定義されております。 
 

(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

２． 特定空家等及び法定外特定空家等の判断基準 

市では、大阪府より空家対策に係る技術的助言として示されている「管理不全空家対策に

係る各種制度等運用マニュアル」の特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表（※参

照：参考資料 10）を準用し、特定空家等及び法定外特定空家等に該当するか判断します。ま

た、必要に応じて、松原市空家等対策協議会を通じた専門家等の意見を踏まえるなど、総合

的に判断していくものとします。 

 

３． 特定空家等及び法定外特定空家等に対する措置（※参照：参考資料 11） 

(1)助言又は指導 

空家等の管理は、所有者等において適切に行われるべきであることから、所有者等自ら

の意思による改善がされるよう、助言又は指導を行うものとします。 
 
(2)勧告 

繰り返し助言又は指導を行ったものの、なお改善されないと認められるときは、その所

有者等に対し、相当の猶予期限を付けて、勧告を行うものとします。 

また、空家法に基づき勧告された場合は地方税法に基づき、当該特定空家等に係る敷地

について、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。（法定外特定空家等は

除く。） 
 
(3)命令 

正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認め

られるときは、相当の猶予期限を付けて、勧告に係る措置をとることを命じるものとしま

す。 

第６章 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に

関する事項 
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(4)代執行 

必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないと

き、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、

行政代執行法の定めるところに従い、代執行を行います。  
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空家等に係る相談は、所有者等による利活用や管理等に関することや、周辺住民による苦

情といった幅広い内容に対応する必要があると考えられます。 

 これらの相談に対しては、相談先を明確化するために相談窓口を一本化します。そして、

専門的な相談については関係団体等と連携して対応するものとします。また、周辺に悪影響

を及ぼしている空家等の苦情相談については、関係部局と連携し迅速に対応するよう努める

ものとします。 
 

１．相談窓口の一本化 

 空家等に関する相談全般について、次の窓口で応対します。 
 

相談窓口：都市整備部 まちづくり推進課 

連 絡 先：電話番号  ０７２－３３４－１５５０（代表） 

 

２．専門的な相談 

 関係団体や大阪の住まい活性化フォーラムと連携し、売買、賃貸、改修、相続に関するこ

となど、多様な相談に対応できるように努めます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３. 苦情相談の対応について 

 周辺に悪影響を及ぼしている空家等の苦情相談については、相談内容を的確に把握し、速

やかに現地の状況を確認するものとします。並びに、所有者等の所在等の調査を行い、空家

等の状況を伝えるとともに、改善を促すものとします。 

 なお、必要に応じ、関係部局と連携し迅速に対応するよう努めるものとします。  

※参照：参考資料７ 

第７章 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

（一財）大阪住宅センター

大阪の住まい活性化フォーラム 「空き家・住まいの相談窓口」

大阪弁護士会

大阪府行政書士会

近畿税理士会（もしもし税金相談室）

大阪土地家屋調査士会

（令和３年１１月現在）

（一社）既存住宅・空家プロデュース協会

（ＮＰＯ法人）人・家・街 安全支援機構

（ＮＰＯ法人）信頼できる工務店選び相談所・求められる工務店会 

（一社）日本住宅リフォーム産業協会近畿支部

空き家の専門相談窓口

大阪司法書士会（司法書士総合相談センター） 

（公社）大阪府建築士会 

（公社）全日本不動産協会大阪府本部

（一社）大阪府宅地建物取引業協会 

空き家の総合相談窓口

（一社）大阪府不動産コンサルティング協会

（一社）関西住宅産業協会 
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 空家等がもたらす問題は多岐にわたるため、分野横断的に対応する必要があります。空家

等対策の実施にあたっては、松原市空家等対策協議会において協議を行うとともに、庁内に

おいては、関係部局との連携を進めていきます。 

 また、大阪府では「大阪府空家等対策市町村連携協議会」を府内市町村で組織しており、

空家等対策に関する情報共有や職員の技術向上に取り組んでいきます。 

 

１. 松原市空家等対策協議会 

市では、市長、市議会議員、地域団体代表者、法務、不動産及び建築等に関する学識経験

者で構成する、松原市空家等対策協議会を組織しています。 

 松原市空家等対策協議会では、本計画に基づく空家等対策の実施その他空き家等に関する

施策についての協議を行います。 

（※参照：参考資料 12、13） 

 

２. 庁内連携の推進 

 空家等対策の実施にあたっては、分野横断的に対応する必要があります。例えば、所有者

等の調査を円滑に行うための、住民票や戸籍等の所管部署との連携、また、税情報等の活用

や、法に基づく税制措置に係る税務部署との連携が必要となります。さらに、空家等に関す

る多様な問題に対応できるよう、庁内における関係部局との連携を推進していきます。 

 

３. 大阪府空家等対策市町村連携協議会 

 大阪府域の空家等対策の推進及び地域再生のため、府内市町村における目的意識の共有化、

意見交換、連絡調整、協議及び調査検討を行うことにより、活力と魅力あふれる、住まいづ

くり、まちづくりの推進に資することを目的として、大阪府空家等対策市町村連携協議会を

組織しています。 

当該協議会においては、大阪府及び府内市町村と連携し、情報共有や職員の技術向上に取

り組みます。 

  

第８章 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 
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 空家法において、国及び都道府県は、空家等対策における財政上及び税制上等の措置を講

じるものとされており、これらを活用することも考慮し、市の実情に応じた支援等の実施を

検証していきます。 

 また、本計画の見直しにあたっては、これまでに講じてきた空家等対策の効果を十分に検

証し、時勢に適した計画となるよう努めます。 

 

１. 支援等について 

 市は、これまで、耐震改修や除却補助等による支援を行っているところですが、さらに、

国及び大阪府等から講じられる支援の活用等、新たな制度の実施について検証を進めます。 

 また、空家等の譲渡に係る所得税の特別控除等（※参照：参考資料 14、15）、国等が行う

対策が活用されるよう、情報発信していくものとします。 

 

２. 国及び大阪府との連携 

 空家等対策の実施にあたっては、松原市空家等対策協議会及び庁内並びに関係団体はもと

より、国や大阪府が行う支援等との連携が不可欠となります。 

 このことから、大阪府が策定する空家等対策に関する総合戦略等とも整合を図りながら、

対策を実施していきます。 

 

３. 計画の見直しについて 

本計画の計画期間は10年間とし、今後、社会経済情勢の変化や関連する法令との整合など

から、必要に応じて計画の見直しを検討していきます。

第９章 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 
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■参考資料１ 

 

法律第百二十七号（平二六・一一・二七）  

◎空家等対策の推進に関する特別措置法  

（目的）  

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保

護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空

家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二

項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進

するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住

その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するもの

を除く。  

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わ

れていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。  

（空家等の所有者等の責務）  

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。  

（市町村の責務）  

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等

に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものと

する。  

（基本指針）  

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。  

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項  

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項  

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項  

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。  

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。  

（空家等対策計画）  
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第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」とい

う。）を定めることができる。  

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関

する対策に関する基本的な方針  

二 計画期間  

三 空家等の調査に関する事項  

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項  

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進

に関する事項  

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項

の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定に

よる代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項  

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項  

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項  

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項  

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。  

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情

報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。  

（協議会）  

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協

議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。  

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の

議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が

必要と認める者をもって構成する。  

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。  

（都道府県による援助）  

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこ

の法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的

な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。  

（立入調査等）  

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を

把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことが

できる。  

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該

職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることがで

きる。  

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所
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に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通

知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、

この限りでない。  

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。  

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。  

（空家等の所有者等に関する情報の利用等）  

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報

であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のため

に必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内

部で利用することができる。  

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているものの

うち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する

目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するもの

について、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要

な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。  

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関

係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報

の提供を求めることができる。  

（空家等に関するデータベースの整備等）  

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は

賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適

切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関する

データベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。  

（所有者等による空家等の適切な管理の促進）  

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対

し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。  

（空家等及び空家等の跡地の活用等）  

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者

が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供

その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。  

（特定空家等に対する措置）  

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば

倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのあ

る状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとる

よう助言又は指導をすることができる。  

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等
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の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予

期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要

な措置をとることを勧告することができる。  

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措

置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の

猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。  

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命

じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び

提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意

見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。  

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対

し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。  

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措

置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなけ

ればならない。  

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によっ

て命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に

規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。  

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証

拠を提出することができる。  

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら

れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期

限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の

定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせるこ

とができる。  

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置

を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは

指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手

続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担におい

て、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにそ

の措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行

うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。  

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交

通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。  

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。こ

の場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げては

ならない。  

13 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章

（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。  
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14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図る

ために必要な指針を定めることができる。  

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省

令・総務省令で定める。  

（財政上の措置及び税制上の措置等）  

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の

適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、

地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。  

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づ

く空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の

措置を講ずるものとする。  

（過料）  

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過

料に処する。  

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の

過料に処する。  

附 則  

（施行期日）  

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布

の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討）  

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。  
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■参考資料３ 
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■参考資料４ 
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■参考資料５ 

松原市空き家等の適切な管理に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住

民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等対策の推進に関する特別措

置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）に定めるもののほか、空き家等

に関する施策を推進するために必要な事項を定め、空き家等の適切な管理を促進すること

により、安全・安心な生活環境の保全を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例の用語の意義は、次に定めるところによる。 

 （１） 空き家等 法第２条第１項に規定する空家等及び次号に規定する法定外空家等を

いう。 

（２） 法定外空家等 本市の区域内に存する長屋若しくは共同住宅又はこれに附属する

工作物であって、居住その他の使用がないことが常態であるもの（長屋又は共同住

宅にあっては、１戸以上の住戸において居住その他の使用がないことが常態である

ものをいい、全ての住戸において居住その他の使用がないことが常態であるものを

除く。）及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、

国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

（３） 法定外特定空家等 そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれ

のある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われて

いないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図

るために放置することが不適切である状態にあると認められる法定外空家等をい

う。 

（４） 所有者等 所有者又は管理者をいう。 

（民事による解決との関係） 

第３条 この条例の規定は、適切な管理が行われていない空き家等の所有者等と当該空き家

等が適切な管理が行われていないことにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事

による解決を図ることを妨げるものではない。 

（市の責務） 

第４条 市は、空き家等の適切な管理に関する対策の実施その他第１条に規定する目的を達

成するために必要な施策を講ずるものとする。 

（所有者等の責務） 

第５条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、法定外空家等の適切な管

理を行わなければならない。 

（立入調査等） 

第６条 市長は、法定外空家等の所在及び所有者等を把握するための調査その他法定外空家

等に関し、この条例の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市長は、第１０条から第１２条第１項までの規定の施行に必要な限度において、職員又
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はその委任した者に、法定外空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることがで

きる。 

３ 市長は、前項の規定により職員又はその委任した者を法定外空家等と認められる場所に

立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該法定外空家等の所有者等にその旨

を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に通知することが困難であるときは、

この限りではない。 

４ 第２項の規定により法定外空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分

を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

（法定外空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第７条 市長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であ

って氏名その他の法定外空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のた

めに必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために

内部で利用することができる。 

２ 市長は、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他

の者に対して、法定外空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることがで

きる。 

（所有者等による法定外空家等の適切な管理の促進） 

第８条 市長は、所有者等による法定外空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に

対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（協議会） 

第９条 市長は、法第７条の規定により設置された協議会において、同条に規定するものの

ほか、第１条に規定する目的を達成するために必要な施策についての協議を行うことがで

きる。 

（助言又は指導） 

第１０条 市長は、法定外特定空家等の所有者等に対し、当該法定外特定空家等に関し、除 

却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま 

放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となる 

おそれのある状態にない法定外特定空家等については、建築物の除却を除く。次条におい 

て同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

（勧告） 

第１１条 市長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該法定外特 

定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相 

当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るた 

めに必要な措置をとることを勧告することができる。 

（命令） 

第１２条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る 

措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当 

の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 
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２ 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じよ

うとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出

期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書

及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

３ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市長に対し、

意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

４ 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第１項の措置を

命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければ

ならない。 

５ 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第１項の規定によって命

じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、前項に規定

する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

６ 第４項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証

拠を提出することができる。 

７ 市長は、第１項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他適切な方法

により、その旨を公示しなければならない。 

８ 前項の標識は、第１項の規定による命令に係る法定外特定空家等に設置することができ

る。この場合においては、当該法定外特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、

又は妨げてはならない。 

９ 第１項の規定による命令については、松原市行政手続条例（平成１１年条例第 

２０号）第３章（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

（代執行） 

第１３条 市長は、前条第１項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を

命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同

項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）

の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせる

ことができる。 

（関係機関への要請） 

第１４条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署その他の関係機 

関に必要な措置を要請することができる。 

（過料） 

第１５条 第１２条第１項の規定による命令に違反した者は、５万円以下の過料に処する。 

２ 第６条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、２万円以下の過

料に処する。 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、空き家等の適切な管理に関し必要な事項は、市長

が定める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

 （執行機関の附属機関設置条例の一部改正） 

２ 執行機関の附属機関設置条例（昭和４０年条例第２０号）の一部を次のように改正す

る。 

別表市長の部松原市空家等対策協議会の項中「実施」の次に「その他空き家等に関する

施策」を加える。 
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■参考資料６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査の概要】 

 
 
本調査は、空き家等の利用状況、将来の利用・活用方法等についての意向

を確認し、今後の空き家等対策の基礎資料として活用することを目的とする

ものである。 

調査対象者 空き家の実態調査の結果、空き家の可能性が高いと

される建物の所有者 

調査方法 郵送法 

調査期間 平成 28年 7月 20日～8月 5日 

配布数 808通 

回収数（回収率） 212通（26.2％） 

 

 

  

 

松原市空き家等の所有意向に関する 

アンケート調査結果 
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集計結果 
 

１．所有者について 

 

問 1-1： 本アンケートはどなたが回答されていますか。（１つ選択） 

 

 

 

 

 

＜その他＞ 

・姪 

・親戚 

 

 

問 1-2： 所有者のご年齢と性別についてお答えください。（１つ選択） 

 

ア.年齢 

 

 

 

 

 

イ.性別 

 

 

 

 

  

回答数 割合（％）

1 所有者本人 143 67.5%

2 所有者の家族 61 28.8%

3 その他 2 0.9%

0 無効 6 2.8%

212 100.0%合計

回答数 割合（％）

1 10歳代以下 0 0.0%

2 20歳代 0 0.0%

3 30歳代 5 2.4%

4 40歳代 20 9.4%

5 50歳代 29 13.7%

6 60歳代 62 29.2%

7 70歳代 45 21.2%

8 80歳代 30 14.2%

9 90歳代以上 12 5.7%

0 無効 9 4.2%

212 100.0%合計

回答数 割合（％）

1 男性 113 53.3%

2 女性 76 35.8%

0 無効 23 10.8%

212 100.0%合計

所有者本人
67.5%

所有者の家族
28.8%

その他
0.9%

無効
2.8%

本アンケートはどなたが回答されていますか

10歳代以下
0.0%

20歳代
0.0%

30歳代
2.4%

40歳代
9.4%

50歳代
13.7%

60歳代
29.2%

70歳代
21.2%

80歳代
14.2%

90歳代以上
5.7%

無効
4.2%

年齢

男性
53.3%女性

35.8%

無効
10.8%

性別
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２．所有されている建物について 

 

問 2-1： 該当する建物は、現在どのように使用されていますか。（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他＞ 

・全部または一部を賃貸中である。（回答数 9，4.2%） 

・自動販売機設置(回答数 1，0.5%) 

・建て替え中(回答数 1，0.5%) 

 

問 2-2： その空き家等は次のどの種類ですか。（１つ選択） 

 

 

 

 

  

7.5%

3.3%

19.8%

1.9%

16.5%

22.2%

0.9%

18.9%

6.6%

2.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

家族または親族等が常時居住している（空き家等ではない）

別宅や別荘として週末や特定の季節などだけ使用している

賃貸用であるが、現在は居住者がいない

売却用であり、売却先が決まっている

売却用であるが、売却先は決まっていない

物置として使用している

除却（撤去・取り壊し）済みである

使用していない

その他

無効

該当する建物は現在どのように使用されていますか

回答数 割合（％）

1 家族または親族等が常時居住している（空き家等ではない） 16 7.5%

2 別宅や別荘として週末や特定の季節などだけ使用している 7 3.3%

3 賃貸用であるが、現在は居住者がいない 42 19.8%

4 売却用であり、売却先が決まっている 4 1.9%

5 売却用であるが、売却先は決まっていない 35 16.5%

6 物置として使用している 47 22.2%

7 除却（撤去・取り壊し）済みである 2 0.9%

8 使用していない 40 18.9%

9 その他 14 6.6%

0 無効 5 2.4%

212合計

37.8%

56.1%

1.5%

0.0%

4.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

戸建て住宅（一軒家）

長屋住宅（２戸１、３戸１などの長屋建て）

集合住宅（アパートなど）

その他

無効

空き家等は次のどの種類ですか

回答数 割合（％）

1 戸建て住宅（一軒家） 74 37.8%

2 長屋住宅（２戸１、３戸１などの長屋建て） 110 56.1%

3 集合住宅（アパートなど） 3 1.5%

4 その他 0 0.0%

0 無効 9 4.6%

196 100.0%合計
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＜その他＞ 

・賃貸入居者の退去（回答数 11，5.6%） 

・親子の同居や介護による転居 

親の介護や親との同居（回答数 5，2.6%） 

子ども等との同居（回答数 4，2.0%） 

・結婚（回答数 1，0.5%） 

・建物の老朽化(回答数 1，0.5%） 

・物置、ガレージ等に利用(2，1.0%） 

問 2-3： その空き家等は、いつごろ建てたものですか。（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2-4： 空き家等になったのは、いつごろですか。（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2-5： 空き家等となったきっかけは何ですか。（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1%

11.2%

51.5%

9.7%

1.5%

3.1%

1.5%

0.5%

17.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

昭和20年代以前

昭和30年代

昭和40年代

昭和50年代

昭和60年代

平成元年～9年

平成10年代

平成20年代

無効

その空き家等は、いつごろ建てたものですか
回答数 割合（％）

1 昭和20年代以前 6 3.1%

2 昭和30年代 22 11.2%

3 昭和40年代 101 51.5%

4 昭和50年代 19 9.7%

5 昭和60年代 3 1.5%

6 平成元年～9年 6 3.1%

7 平成10年代 3 1.5%

8 平成20年代 1 0.5%

0 無効 35 17.9%

196 100.0%合計

回答数 割合（％）

1 昭和20年代以前 0 0.0%

2 昭和30年代 0 0.0%

3 昭和40年代 3 1.5%

4 昭和50年代 0 0.0%

5 昭和60年代 2 1.0%

6 平成元年～9年 12 6.1%

7 平成10年代 63 32.1%

8 平成20年代 85 43.4%

0 無効 31 15.8%

196 100.0%合計

0.0%

0.0%

1.5%

0.0%

1.0%

6.1%

32.1%

43.4%

15.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

昭和20年代以前

昭和30年代

昭和40年代

昭和50年代

昭和60年代

平成元年～9年

平成10年代

平成20年代

無効

空き家等になったのは、いつごろですか

24.5%

12.2%

3.1%

30.1%

5.6%

15.3%

9.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

居住者が死亡したため

居住者が病院や福祉施設へ入院・入所したため

転勤などで長期不在のため

ほかの場所に住宅を新築または購入し転居したため

居住者がいない空き家等を相続などで取得したため

その他

無効

空き家等となったきっかけは何ですか

回答数 割合（％）

1 居住者が死亡したため 48 24.5%

2 居住者が病院や福祉施設へ入院・入所したため 24 12.2%

3 転勤などで長期不在のため 6 3.1%

4 ほかの場所に住宅を新築または購入し転居したため 59 30.1%

5 居住者がいない空き家等を相続などで取得したため 11 5.6%

6 その他 30 15.3%

0 無効 18 9.2%

196合計
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＜その他＞ 

・内部が痛んでいる、内部の修繕や改修が必要 

（回答数 11，5.6%） 

・老朽化している、傷んでいる、修繕が必要等 

（回答数 7，3.5%） 

・管理している      （回答数 4，2.0%） 

・その他（トタンぶき、居住者がいる、 

ポストに投函される、掃除していない等） 

（回答数 5，2.6%） 

＜その他＞ 

・居住者との交渉等(回答数 2，1.0%） 

・除却費がかかる(回答数 1，0.5%） 

・売却、賃貸したいが相続で反対 

(回答数 1，0.5%） 

・カギがない(回答数 1，0.5%） 

・水洗にしてほしい(回答数 1，0.5%） 

問 2-6： その空き家等は現在どのような状態ですか。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2-7： 空き家等を所有されていて、困っていることがありますか。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.1%

7.1%

0.0%

6.6%

0.5%

0.0%

10.7%

14.8%

12.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

修繕等を必要としない状態

外壁、瓦などが剥落している

建物が傾いている

草木が繁茂している

不特定の者が浸入できる開口部がある

動物が住みついている

把握していない

その他

無効

その空き家は現在どのような状態ですか

回答数 割合（％）

1 修繕等を必要としない状態 106 54.1%

2 外壁、瓦などが剥落している 14 7.1%

3 建物が傾いている 0 0.0%

4 草木が繁茂している 13 6.6%

5 不特定の者が浸入できる開口部がある 1 0.5%

6 動物が住みついている 0 0.0%

7 把握していない 21 10.7%

8 その他 29 14.8%

0 無効 25 12.8%

209

196

合計

母数（回答者数）

回答数 割合（％）

1 火事や空巣など防犯面が心配 63 32.1%

2 管理費や修繕費用がかかる 31 15.8%

3 荷物の処分 34 17.3%

4 郵便物などの管理 15 7.7%

5 近所からの苦情がある 4 2.0%

6 売却・賃貸したいが誰に相談したら良いか分からない 23 11.7%

7 売却・賃貸したいが買い手・借り手が見つからない 51 26.0%

8 困っていることはない 47 24.0%

9 その他 9 4.6%

0 無効 23 11.7%

300

196

合計

母数（回答者数）

32.1%

15.8%

17.3%

7.7%

2.0%

11.7%

26.0%

24.0%

4.6%

11.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

火事や空巣など防犯面が心配

管理費や修繕費用がかかる

荷物の処分

郵便物などの管理

近所からの苦情がある

売却・賃貸したいが誰に相談したら良いか分からない

売却・賃貸したいが買い手・借り手が見つからない

困っていることはない

その他

無効

空き家等を所有されていて、困っていることがありますか
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３．所有されている空き家等の維持・管理について 

 

問 3-1： 空き家等の維持・管理頻度と管理者はどなたですか。（１つ選択） 

 

＜維持・管理頻度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜管理者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

問 3-2： 空き家等の維持・管理はどのようなことを行っていますか。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週に１～数回

程度
15.3%

月に１～数回

程度
25.5%

年に１～数回

程度
26.0%

数年に１回程度
9.7%

全くしていない
7.1%

無効
16.3%

空き家等の維持・管理頻度

所有者もしくは

家族
64.8%親族

10.7%

近所の人または

知人
2.0%

管理会社や不動

産業者への委託
5.6%

その他
0.0%

無効
18.9%

空き家の管理者

回答数 割合（％）

1 週に１～数回程度 30 15.3%

2 月に１～数回程度 50 25.5%

3 年に１～数回程度 51 26.0%

4 数年に１回程度 19 9.7%

5 全くしていない 14 7.1%

0 無効 32 16.3%

196 100.0%合計

回答数 割合（％）

1 所有者もしくは家族 127 64.8%

2 親族 21 10.7%

3 近所の人または知人 4 2.0%

4 管理会社や不動産業者への委託 11 5.6%

5 その他 0 0.0%

0 無効 37 18.9%

200

196

合計

母数（回答者数）

回答数 割合（％）

1 室内の清掃 53 27.0%

2 空気の入れ替え 100 51.0%

3 周辺の掃除や草刈り 77 39.3%

4 外壁や屋根の塗装・修繕 16 8.2%

5 内装の修繕 7 3.6%

6 全くしていない 44 22.4%

7 その他 7 3.6%

0 無効 20 10.2%

324

196

合計

母数（回答者数）

27.0%

51.0%

39.3%

8.2%

3.6%

22.4%

3.6%

10.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

室内の清掃

空気の入れ替え

周辺の掃除や草刈り

外壁や屋根の塗装・修繕

内装の修繕

全くしていない

その他

無効

空き家等の維持・管理はどのようなことを行っていますか

＜その他＞ 

・目視による状況の点検(回答数 2，1.0%） 

・郵便物の回収(回答数 2，1.0%） 

・不使用家具、衣類等の処分(回答数 1，0.5%） 

・不動産屋がどれだけされているか不明(回答数 1，

0.5%） 
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＜その他＞ 

・固定資産税、火災保険料等の負担(回答数 3，1.5%） 

・近隣の道路に自転車放置、車で行きにくい 

(回答数 1，0.5%） 

・湿気が多い(回答数 1，0.5%） 

・汲み取りトイレである(回答数 1，0.5%） 

・相続問題(回答数 1，0.5%） 

＜その他＞ 

・会社の寮に使用（回答数 1，0.5%） 

・家族に相続(回答数 1，0.5%） 

・わからない、保留等(回答数 3，1.5%） 

問 3-3： 空き家等の維持・管理で困っていることはありますか。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．所有されている空き家等の今後の活用法について 

 

問 4-1： 将来的に空き家等をどのようにしたいですか。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数 割合（％）

1 建物の老朽化 94 48.0%

2 建物の維持管理に手間がかかる 33 16.8%

3 自宅から遠いところにある 39 19.9%

4 管理をしてくれる人がいない 8 4.1%

5 管理をしてもらうための費用が高い 9 4.6%

6 管理するには体力的に厳しい 18 9.2%

7 特に困っていることはない 52 26.5%

8 その他 9 4.6%

0 無効 26 13.3%

288

196

合計

母数（回答者数）

48.0%

16.8%

19.9%

4.1%

4.6%

9.2%

26.5%

4.6%

13.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

建物の老朽化

建物の維持管理に手間がかかる

自宅から遠いところにある

管理をしてくれる人がいない

管理をしてもらうための費用が高い

管理するには体力的に厳しい

特に困っていることはない

その他

無効

空き家等の維持・管理で困っていることはありますか

回答数 割合（％）

1 将来賃貸物件として運用したい 39 19.9%

2 将来住む予定がある 21 10.7%

3 将来の利用予定はないが維持管理は続けていきたい 27 13.8%

4 将来取り壊して更地にするつもりである 25 12.8%

5 将来土地建物を手放したい・売却するつもりである 91 46.4%

6 何もするつもりはない 14 7.1%

7 その他 7 3.6%

0 無効 20 10.2%

244

196

合計

母数（回答者数）

19.9%

10.7%

13.8%

12.8%

46.4%

7.1%

3.6%

10.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

将来賃貸物件として運用したい

将来住む予定がある

将来の利用予定はないが維持管理は続けていきたい

将来取り壊して更地にするつもりである

将来土地建物を手放したい・売却するつもりである

何もするつもりはない

その他

無効

将来的に空き家等をどのようにしたいですか
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＜その他＞ 

・賃貸は考えていない（回答数 14，7.1%） 

・荷物の整理を助けてもらえること 

（回答数 1，0.5%） 

・道幅がせまい（回答数 1，0.5%） 

問 4-2： 上の問いで＜1. 将来賃貸物件として運用したい＞と選択された方にお聞きしま

す。どのような賃貸方法に関心がありますか。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

＜その他＞ 

・実際は売却したいが、賃貸でも可（回答数 1，0.5%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 4-3： 全員の方にお聞きします。賃貸として運用する場合、どのような条件があります

か。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数 割合（％）

1 賃貸住宅 33 84.6%

2 賃貸アパートやマンションなど 5 12.8%

3 民泊 5 12.8%

4 地域やNPOに有効活用してもらう 9 23.1%

5 その他 1 2.6%

0 無効 0 0.0%

53

39

合計

母数（回答者数）

84.6%

12.8%

12.8%

23.1%

2.6%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

賃貸住宅

賃貸アパートやマンションなど

民泊

地域やNPOに有効活用してもらう

その他

無効

どのような賃貸方法に関心がありますか

43.4%

31.1%

33.2%

13.8%

10.2%

9.2%

26.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

賃料収益を得られること

賃貸に関する面倒な手続きや交渉を任せることができること

賃貸として運用するにあたり修繕費用などがかからないこと

自分で利用する際、建物をすぐに返却してもらえること

地域のために有効利用してもらえること

その他

無効

賃貸として運用する場合、どのような条件がありますか

回答数 割合（％）

1 賃料収益を得られること 85 43.4%

2 賃貸に関する面倒な手続きや交渉を任せることができること 61 31.1%

3 賃貸として運用するにあたり修繕費用などがかからないこと 65 33.2%

4 自分で利用する際、建物をすぐに返却してもらえること 27 13.8%

5 地域のために有効利用してもらえること 20 10.2%

6 その他 18 9.2%

0 無効 51 26.0%

327

196

合計

母数（回答者数）
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問 4-4： その空き家等の修繕を行う予定はありますか。（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 4-5： その空き家等の建て替えを行う予定はありますか。（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 4-6： その空き家等の除却（撤去・取り壊し）を行う予定はありますか。（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年内に修繕を

行う予定である
2.6%

２～３年以内に

修繕を行う予定

である
6.1%

当面修繕を行う

予定はない
77.6%

無効
13.8%

空き家の修繕を行う予定はありますか

年内に建て替えを行う

予定である
0.5%

２～３年以内に

建て替えを行う

予定である
2.6%

当面建て替えを

行う予定はない
83.2%

無効
13.8%

空き家等の建て替えを行う予定はありますか

回答数 割合（％）

1 年内に建て替えを行う予定である 1 0.5%

2 ２～３年以内に建て替えを行う予定である 5 2.6%

3 当面建て替えを行う予定はない 163 83.2%

0 無効 27 13.8%

196 100.0%合計

回答数 割合（％）

1 年内に修繕を行う予定である 5 2.6%

2 ２～３年以内に修繕を行う予定である 12 6.1%

3 当面修繕を行う予定はない 152 77.6%

0 無効 27 13.8%

196 100.0%合計

年内に除却を行う

予定である
1.0%

２～３年以内に

除却を行う予定

である
5.6%

当面除却を行う

予定はない
79.6%

無効
13.8%

空き家等の除却を行う予定はありますか回答数 割合（％）

1 年内に除却を行う予定である 2 1.0%

2 ２～３年以内に除却を行う予定である 11 5.6%

3 当面除却を行う予定はない 156 79.6%

0 無効 27 13.8%

196 100.0%合計
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＜その他＞ 

・売却は考えていない（回答数 10，5.1%） 

・相続関連の問題（回答数 3，1.5%） 

・その時の情勢による（回答数 1，0.5%） 

・税金を払わずに済むなら（回答数 1，0.5%） 

・不用品の廃棄（回答数 1，0.5%） 

問 4-7： 空き家等を売却する場合、どのような条件がありますか。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 4-8： 空き家等を除却（撤去・取り壊し）することに、抵抗がありますか。（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数 割合（％）

1 金額が折り合うこと 116 59.2%

2 売却に関する面倒な手続きや交渉を任せることができること 61 31.1%

3 近所の人や地域の人に購入してもらえること 13 6.6%

4 地域のために有効活用してもらえること 14 7.1%

5 その他 18 9.2%

0 無効 45 23.0%

267

196

合計

母数（回答者数）

59.2%

31.1%

6.6%

7.1%

9.2%

23.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

金額が折り合うこと

売却に関する面倒な手続きや交渉を任せることができること

近所の人や地域の人に購入してもらえること

地域のために有効活用してもらえること

その他

無効

空き家等を売却する場合、どのような条件がありますか

回答数 割合（％）

1 抵抗がある 95 48.5%

2 抵抗がない 78 39.8%

0 無効 23 11.7%

196 100.0%合計

抵抗がある
48.5%抵抗がない

39.8%

無効
11.7%

空き家等を除却することに抵抗がありますか
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＜その他＞ 

・利用している、利用・売却等の予定がある 

（回答数 4，4.2%） 

・長屋や集合住宅の一部（回答数 4，4.2%） 

・所有者が理解していない（回答数 3，3.2%） 

・購入費用が高額であったため 

（回答数 1，1.1%） 

＜その他＞ 

・除却を行うために必要な 

相続を進めるための支援（回答数 1，0.5%） 

・売却先の業者を紹介して欲しい 

（回答数 1，0.5%） 

・売却中である、除却を望んでいない 

（回答数 3，1.5%） 

・その他（回答数 1，0.5%） 

・特になし、今のところは特になし 

（回答数 10，4.7%） 

問 4-9： 上の問いで、＜1. 抵抗がある＞と選択された方にお聞きします。空き家等を除却

することに抵抗がある理由は何ですか。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 4-10： 空き家等の対策について、どのようなご要望がありますか。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数 割合（％）

1 手続きなどが面倒である 13 13.7%

2 住んでいた土地や建物に愛着がある 20 21.1%

3 除却したいが、更地にすると固定資産税が上がるため 32 33.7%

4 除却したいが、解体費用がかかる 36 37.9%

5 売却先などが見つからない 21 22.1%

6 土地や建物の権利関係が複雑で対応が困難 8 8.4%

7 処分する必要性を感じない 27 28.4%

8 その他 14 14.7%

0 無効 5 5.3%

176

95

合計

母数（回答者数）

13.7%

21.1%

33.7%

37.9%

22.1%

8.4%

28.4%

14.7%

5.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

手続きなどが面倒である

住んでいた土地や建物に愛着がある

除却したいが、更地にすると固定資産税が上がるため

除却したいが、解体費用がかかる

売却先などが見つからない

土地や建物の権利関係が複雑で対応が困難

処分する必要性を感じない

その他

無効

空き家等を除却することに抵抗がある理由は何ですか

25.0%

9.9%

21.2%

10.4%

38.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

具体的な情報提供や相談ができる窓口を設置して欲しい

空き家等の除却などを行う業者を紹介して欲しい

除却や修繕等に関する補助制度を利用したい

その他

無効

空き家等の対策について、どのようなご要望がありますか

回答数 割合（％）

1 具体的な情報提供や相談ができる窓口を設置して欲しい 53 25.0%

2 空き家等の除却などを行う業者を紹介して欲しい 21 9.9%

3 除却や修繕等に関する補助制度を利用したい 45 21.2%

4 その他 22 10.4%

0 無効 82 38.7%

223

212

合計

母数（回答者数）
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５．「空家等対策の推進に関する特別措置法」について 

 

問 5-1： 同封の資料にある「空家等対策の推進に関する特別措置法」についてどの程度ご

存知でしたか。（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よく理解している
4.2%

ある程度理

解している
24.5%

名前だけは

知っている
28.8%

全く知らない
35.4%

無効
7.1%

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に

ついてどの程度ご存知でしたか

回答数 割合（％）

1 よく理解している 9 4.2%

2 ある程度理解している 52 24.5%

3 名前だけは知っている 61 28.8%

4 全く知らない 75 35.4%

0 無効 15 7.1%

212 100.0%合計
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■参考資料７ 
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■参考資料８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理不十分な空き家を増やさない取り組みとして、空き家を「貸したい」「売却したい」などの

希望がある所有者の皆さんを対象に、空き家の利活用について相談できる事業者を、不動産事業者

団体を通じて紹介する制度を平成 30年度に創設しました。 

 

 

 

相談を希望される場合は、下記の「相談にあたっての注意点」をお読みの上、裏面の「空家等に

関する情報提供シート」にご記入いただき、押印のうえ、まちづくり推進課まで提出してください。

提出方法につきましては、直接窓口へ持参、又は郵送のいずれかとなります。 

 

 

 

・ご記入いただいた個人情報は、当該空き家の売買・賃貸等の取り扱いに関する相談・契約の目的

以外には利用しません。 

・取扱事業者から、電話にて連絡させていただきますので、日中につながる電話番号をご記入くだ

さい。 

・相談の結果、当該空き家の売買・賃貸等の取り扱いに関する契約を結んだ場合には、仲介手数料

が必要となります。詳しくは取扱事業者にご確認ください。 

・松原市は、当該空き家に関する相談の結果について、事業者団体から報告を受けることとなって

います。ただし、当該空き家の所有者と取扱事業者との契約関係については、一切関与しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※

※必ずお読みください。 



 

48 

■参考資料９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆注意事項◆

　　・交付決定前に工事に着手した場合は、補助できませんので、ご注意ください。

　　・補助金の交付には一定の要件がありますので、必ず事前にご相談ください。

　　・申請の受付は４月１日～１２月末、完了報告書の提出期限は申請年度の３月１５日となって

　　　おります。期限を過ぎると補助対象外となります。

　　・予算の範囲内においての交付となりますので、申込者多数等により予算満額に達した場合、

　　　申請を受付できません。また、補助事業は毎年継続して実施されるとは限りませんので、

　　　補助利用が決まっている方は、早めに申請してください。

築年数等

所有者

確認

耐震診断

結果

　補助金額

※いずれか

　低い額

※消費税は

　経費対象外

―

40万円/戸

（世帯の合計所得金額が

256.8万円以下場合60万円/

戸）

※耐震改修設計を同時に実施す

る場合、設計費用の10分の7、

または10万円/戸のいずれか低

い額を加算

―

―

実際に要した

改修工事費用

実際に要した

診断費用

延べ床面積に

1,100円/㎡を乗じて

得た額

5万円/戸

耐震診断 除却

補

助

条

件

補助対象
耐震診断技術者による

耐震診断

耐震改修

申請者

条件

上部構造評点を1.0以上まで高

める耐震改修

建築物を全て

除却する工事

20万円/戸

延べ床面積に6,000円/㎡を乗

じて得た額

実際に要した

除却工事費用

長屋、共同住宅の場合

40万円/戸

実際に要した

除却工事費用の１/４

戸建ての場合

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅

※建築基準法において明らかな違反が無いこと

登記事項証明書等により所有者が確認できるもの

※所有権を有する者＝申請者でなければならない

市税に未納が無いこと

合計所得金額が1,200

万円以下であること

1.0未満 0.7未満または

簡易診断７以下
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■参考資料10 

悪影響の範囲

　歩行者の通行量が多い道路に影響（通学路等）　２
　隣接地に広範囲に影響（下記以外）　２
　敷地境界隣接地を越えて影響（臭気、音）　２
　景観保全に影響（ただし③の状態のみ）　２

　普通の通行量の道路に影響　１
　隣接地に影響　１

Ｂ

イ　建築物の著しい傾斜 □ □ 倒壊等 50

（イ）基礎及び土台 □ □ 倒壊等 50

（ロ）柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等 □ □ 倒壊等 50

（イ）屋根ふき材、ひさし又は軒 □ □ 脱落、飛散 40

（ロ）外壁 □ □ 脱落、飛散 40

（ハ）看板、給湯設備、屋上水槽等 □ □ 脱落、飛散 40

（二）屋根階段又はバルコニー □ □ 脱落、飛散 40

（ホ）門又は塀 □ □ 倒壊、脱落、飛散 40

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。 □ □ 倒壊等 40

　 合計 0

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。 □ □ 有害物質飛散 50

□ □ 臭気 30

・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 □ □ 臭気 30

□ □ 臭気 30

□ □ 動物等侵入 30

　 合計 0

□ □ 景観 25

□ □ 景観 25

□ □ 景観 25

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。 □ □ 景観 25

・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。 □ □ 景観 25

・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている。 □ □ 景観 25

・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。 □ □ 景観 25

・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。 □ □ 景観 25

　 合計 0

□ □ 倒壊、脱落、飛散 30

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。 □ □ 越境 25

・動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 □ □ 音 30

□ □ 臭気 30

・敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 □ □ 動物の毛等飛散 25

・多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 □ □ 動物等侵入 30

□ □ 動物等侵入 30

□ □ 害虫等侵入 30

□ □ 住民不安 30

□ □ 落雪 － － － －

・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している。 □ □ 流出 50

合計 0

合　計

Ａ×Ｂ×Ｃ

③
悪影響の程度

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。

①　そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

④
危険等の切迫性

①
認められる状
態の有無

②
予見される悪影響の範囲内に
周辺の建築物や通行人等が存
在し、又は通行し得て被害を受
ける状況になるか否か

周辺に影響を与える
事項 悪影響の度合い

Ａ

切迫性が高い　　　2
切迫性が高くない　1

Ｃ

特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表

※下記判定表で得点を計上し、合計が１００点以上を特定空家等とする。

・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。

・屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が発生し、歩行者等の通行を妨げている。

・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の
制限に著しく適合しない状態となっている。

・景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制
限に著しく適合しない、又は条例で定める工作物の形態意匠等の制限等に著しく適合しない状態となっている。

（１）建築物が著しく倒壊等するおそれがある

（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。

ロ　建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等

（３） 建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の状態にある。

（１） 立木が原因で、以下の状態にある。

（２）その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。

③　適切な管理がおこなわれていないことにより著しく景観を損なっている状態

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観のルールに著しく適合しない状態となっている。

・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。

・立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている。

・動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

・住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。

・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

（２） 空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。

・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

（１）建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。

②　そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

（２）ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態になる。

-2-
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■参考資料11 

特定空家等及び法定外特定空家等の対応フロー 
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■参考資料12 

松原市空家等対策協議会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、執行機関の附属機関設置条例（昭和40年条例第20号）第２条

の規定に基づき、松原市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）の組織に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（任務） 

第２条 協議会は、松原市空家等対策計画（空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成26年法律第127号）第６条第１項の規定に基づき本市が定める空家等対策

計画をいう。）の作成及び変更並びに実施その他空き家等に関する施策について

の協議を行う。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員11人以内で組織する。 

２ 委員は、市長及び次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する

者をもって充てる。 

(１) 市議会議員 

(２) 法務、不動産及び建築等に関する学識経験者 

(３) 地域団体を代表する者 

(４) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

（部会） 

第５条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故あるとき又は欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部

会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、都市整備部まちづくり推進課において行う。 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年12月14日規則第42号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（新たに任命される委員の任期の特例） 

２ 施行日から平成32年７月28日までの間に任命される委員（補欠委員を除く。）

の任期は、改正後の松原市空家等対策協議会規則第３条第３項の規定にかかわら

ず、２年以内で市長が定めるものとする。 

   附 則 

 この規則は、令和４年１月１日から施行する。 
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■参考資料13 

松原市空家等対策協議会委員名簿 

 

（市長及び委員１０名 合計１１名） 

区 分 委 員 所属・役職など 
 

市長 
 

澤 井
さわ い 

 宏
ひろ

文
ふみ

 

 

松原市長 
 

 

 

市議会議員 

河内
かわち

  徹
とおる

 

松原市議会議員 

森田
もり た

  夏江
なつ え

 

 

 

 

 

 

 

 

学識経験者 

石 井
いし い 

 雄 二
ゆう じ 

 
阪南大学 経済学部 経済学科 

教授 

磯 部
いそ べ 

 隆 志
たか し 

 
大阪司法書士会  

空き家問題対策委員会 地域委員 

大 伴
おおとも

 富
と

美男
み お

 
大阪府宅地建物取引業協会 

南大阪支部 相談役 

片 倉
かたくら

 勝
まさる

 

全日本不動産協会 大阪府本部  

大阪南支部 

公益事業推進 副委員長 

田 中
 た なか

 みさ子
こ

 
大阪産業大学 デザイン工学部 

環境理工学科 教授 

土 屋
つち や 

 佳 代
か よ

 
大阪法務局 堺支局 

統括登記官 

松 村
まつむら

 和 吉
かずよし

 大阪府建築士会 

 

地域団体代表者 
石
いし

﨑
ざき

 勇
いさむ

 
松原市町会連合会 

会長 

（令和４年３月現在） 
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■参考資料14 
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 ■参考資料15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※税制改正等により、内容が変更となる場合があります。
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